
第１部 子どものニーズをどのように捉えるか
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教育と福祉の連携に関する一考察
―IEPをめぐる子どもと家族のニーズについて―

萬歳 芙美子 （小児療育相談センター）

はじめにⅠ．

１９８０年は国連の国際障害者年であり、その取

り組みは大きな影響力を持った。１９７９年に養護

学校が義務化され、ノーマライゼーション理念の普

及、障害基礎年金制度の整備、障害者基本法の成立

と続き、障害児者の福祉は前進した。

養護学校の義務制がスタートするまで就学猶予や

免除により在宅を余儀なくされていた学齢児が、ノ

ーマライゼーションの潮流の中で教育の機会と社会

生活の場を保障されることになった。その後２０年

を経過して、障害児教育は個別化という課題に取り

組み始めたところである。 は国際障害者年にWHO
国際障害分類を発表し、その後２０年をかけて医療

モデルから生活モデルへと障害概念の改定を図っ

た。この障害概念の変化に伴って教育の体系も変化

を迫られていると言えよう。

特殊教育は障害児の一定の活動と参加を促進した

が、子どもと家族の生活はどのように豊かになった

のであろうか。昨今，障害児や家族が抱える問題の

規定の仕方を見直すことや、機関や職種を超えた専

門職の連携・協働の必要性が言われている。生活圏

としての「地域」が崩壊したと言われる状況下で、

障害児の地域生活との関連からソーシャルワーク実

践に求められている機能は何かを、療育専門機関の

援助の実際から考察することにする。

療育相談機関の援助過程の現状Ⅱ．

１．親の訴えとアセスメント機能の関連性

、 「 」生活モデルのソーシャルワークでは 問題を 人

と「環境」との交互作用として捉え、実践は両者の

インターフェイスで展開される。このような考え方

と実践は、障害児の分野では十分に浸透していない

のが現状である。

本論では医療機関として療育相談を行う センタS
ーの場合に限定して述べる。 センターは障害や問S
題を持つとされた幼児から成人までを対象とする医

療相談機関である。予約による診療相談を実施して

おり、インテーク時に主に親の訴えを聞いて援助計

画を立てるためのアセスメント 事前評価を行って( )
いる。インテークを実施しているのはソーシャルワ

ーカーであるが、問題を医学的に把握する傾向が指

摘できる。

医学モデルのアセスメントの例として、子どもの

症状を列挙してそれに診断名をつけ、問題を軽減解

消するために、受診したいというものがある。ある

いは、子どもが幼稚園や学校で不適応を起こしてい

るので治療を望むというもの、クライエントは生活

上の困難を感じていないが健康診査や子どものクラ

ス担任から受診を勧められて申し込みをする例も多

い。このように医学的、心理学的に問題をアセスメ

ントすることは、問題を子どもと家族の中に見て、

子どもが関わる家族や担任、環境との相互作用を考

慮していないことを示す。インテーク時のソーシャ

ルワーカーとクライエントの相互作用により、情報

収集の段階で訴えをクライエント自身が関与するシ

ステムの問題として捉え直すことが、クライエント

に対する生活支援として求められる。

２．サービス利用の目標設定の不明確さ

アセスメントのレベルが医学モデルであること

は、援助目標や終結の仕方に影響を及ぼしている。

インテーク後に医師や臨床心理士が評価を行い、援

助計画を策定し、症状や問題の軽減・解消、あるい

は家族の障害受容や対処技術の改善に目標設定して

治療を開始する。障害は慢性的な問題であり日常生

活と重複する領域にあり、専門家主導の援助計画は

クライエントにとっては目標の不明確さとなる。

担当する援助者は毎回詳細なアセスメントを行っ

て、子どもの成長と問題の変化、援助の成果を評価

している。サービスは援助者の設定したゴールと現

状との距離の開きに向けられる。クライエントが援

助計画に対して過剰に機能しようとすればバーンア

ウト状態になり、機能を低下させればパワレス状態

に陥ることが推測できる。これらは援助過程におけ
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る依存、予約のキャンセル、利用の無断解消などの

要因と考えられる。

慢性的な問題を抱えたクライエントに妥当な支援

とは何かを考える時期にきている。クライエントの

側面での問題解決に加えて、地域や学校などの環境

的側面の影響力を考慮して問題の軽減を図り、クラ

イエント自身の問題への取り組み努力やその限界へ

の支援を意図的に行うことが必要であろう。

３．ケース検討会議の役割

ケース会議の目的として、情報の連絡と共有、援

助・治療方針や計画の協議、サービスの調整、援助

状況の確認と再協議の必要性の検討があげられる。

センターの援助過程でこのような目的を持ってケS
ース会議を開催して援助を検討することは少ない。

援助者の経験年数、総合的な記録による情報伝達、

日常的な会話の中での情報交換などがケース会議の

代替をしている。また一担当者が過剰に責任を負担

して、一定の援助成果を挙げねばならないと努力し

ている場合もあろう。

ケース会議は，専門職間の意見の対立や、重複領

域における役割葛藤のためにストレッサーとなる。

その煩雑さを避けるために、援助の担当者が広範な

機能を黙々と遂行することになる。援助の視点や援

助関係が固定することは、クライエントの役割を固

定することにもつながる。多職種の関与とケース検

討は困難性や限界も多いが、クライエントの利益の

拡大や、機関機能の効率的・効果的活用考えていく

うえでも欠くことはできないものである。

療育相談機関利用者の教育に関する訴えからⅢ．

１．就学指導と家族の希望の齟齬

就学間近になると、進路に関する不安を抱えた相

談が多くなる。クライエントのほとんどは、子ども

の状況が社会的には特殊教育に該当すると予期しな

がら、周囲から選択を迫られたり押しつけられたり

することを不満に感じている。この現象は幼児期に

通園施設や専門機関の利用を勧められる例にも同様

に見られる。

最近では，親からの相談希望がない限り親への就

学指導を行わない方向にある。しかし入学後のクラ

ス運営の混乱を回避するために、幼児期から学童期

への移行に際して情報交換がさまざまに試みられて

いる。クライエントからの直接的な情報収集よりも

幼稚園・保育園から学校への情報提供が重視されて

いる。

こうした状況にソーシャルワーカーとしては危惧

を覚える。たとえば、学校とクライエントとのコミ

ュニケーションが遮断されることや、実体験を根拠

にした自己決定を困難にしていることなどがクライ

エントの家族機能に影響をもたらし、家族機能を衰

退させる要因になるのではないかと考える。ライフ

サイクルの移行や環境の変化に伴って生じる問題

に、クライエント自身が参加と自己決定できるよう

な支援を検討していかねばならない。

２．援助と教育の一貫性と柔軟性

幼児期の療育が充実した一方でアプローチの方法

が固定しているという印象が強い。幼児期の特定プ

ログラムを就学後も一貫して実施する必要があると

の意見も聞かれる。長期的なゴールを目差す一貫性

と、短期的な目標の一貫性とを混同しているきらい

がある。この場合何を一貫するのかを明らかにして

おかねばならないだろう。

むしろ短期目標は柔軟に設定するほうが望まし

。 、 、い 子どもや家族だけでなく 教師や機関も含めて

人はそれぞれの独自性に存在価値があり、その独自

性の相互作用する過程を教育の一環に位置づけるこ

とが重要だと考えるからである。適応力の弱い障害

を持つ子どものパニックや問題行動は、療育や教育

に関わる援助者のパニックや不適応と相関してい

る。それを回避する方向性で一貫性を追求すること

は、援助者の専門性や独自性を軽んじ、社会の柔軟

性や潜在能力を無駄にすることになる。環境や対応

の構造化の普及は、過剰になるとマンネリ化と表裏

一体となる。社会成員の多様性は社会の活力になる

のではないだろうか。

３．家庭の養育機能の社会化

家族機能の社会化が進み、家族と社会の境界線を

どこで引くかは難しい問題となっている。家族は社

会的な支援を求めており、それがなくては家族機能

の維持も困難である。家族と社会との関係の個別性

を無視して、家族の営みを規定し、社会資源を一律

に提供するだけでは援助効果につながらない。

現状では、幼稚園・保育園や学校関係者は個別的

に家族機能を理解するまでに至っていない。子ども

の問題が発生するたびに、家族の側に問題解決が求

められ、子どもについて認識不足だとして、家族に

対して一方的に情報が提供される。しかも、その提

供方法は面接によるよりも、連絡帳などの記録を媒
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介とするもので、相互作用は少ない。

育児機能の社会化が進行する途上で、家族と援助

者、教師のコミュニケーションは何よりも重要だと

考える。それによって両者がそれぞれの機能を明確

にして、ポジティブに役割を果たすことができるの

ではないか。家族の機能障害は子どもだけでなく、

親機能や夫婦にもあるかもしれない。子どもに障害

があっても、支援が適切であれば家族全体の機能が

維持されて大きな問題は発生しないことも多い。

事例Ⅳ．

以上述べてきたことを、具体的な事例を挙げて考

察してみたい。

１．通園施設を嫌って幼稚園を選択したTさん

T概要：３歳児健診で受診・相談を勧められた

さんは、障害児を対象とする地域のグループは子供

に合わない、幼稚園を希望していると言って民間療

育機関の利用を望んだ。子どもは生活習慣が未自立

、 。で 言語コミュニケーションができない状態だった

半年ほど母子グループに参加した後、幼稚園に入園

したが、間もなく問題が発生した。幼稚園は子ども

の状態に対応できず、母親の付き添いを要求し、母

親はそれに応じて疲労困憊して休みがちになった。

センターでの相談を継続しながら、以前は拒否しS
た地域のグループに通い始めた。結局母親は幼稚園

に対する強い不満を残して、通園施設の利用に踏み

切った。それから１年近くして家族は落ち着きを取

り戻し、母親は就学後の進路について、子どもを主

体に考えられるようになった。

：両親ともに現在住んでいる地域に生まれ育背景

った。母親は一人娘で、祖母がインテークに同行し

た。結婚は父方の親族が仲人した。子どもに障害が

あることや通園施設に通うことは親族のスティグマ

となるため、両親の強いストレスとなっていた。

： 幼稚園には戻らない。通園施母親の振り返り 「

設は天国だ。始めから行けばよかったかもしれない

、 。 」が 幼稚園を望んだのは私だからね 納得している

と語っている。

：援助の効果は、母親が状況を具体的に認識考察

して、社会資源の利用を自己決定したことにある。

限界は、幼稚園入園後の母親の葛藤や幼稚園の負担

感を十分に見通していず、緊急対応も不十分だった

ことである。

２．援助の効用と限界を明確にする必要性について

：インテークに両親そろって来談した さ概要 O
んは、その時点から長期の相談を覚悟していた。就

学を目前にして、地域の相談機関で子どもは学習障

害と診断され、より専門的な指導を求めての申し込

みであった。場面緘黙や構音障害があるため、言語

療法を組み合わせて情緒面から子どもにアプローチ

し、遊戯療法と両親へのカウンセリングを２年間継

続した。

就学に際して、治療者から両親に個別指導の必要

性を伝え、学校長宛てに評価結果や治療の経過を報

告した。教育相談の結果は「通級の必要なし」であ

った。入学直前に母親の不安が高まり、また入学後

も学習面で母親の焦燥感が強まったが、カウンセリ

ングと父親の協力が支えになった。学校でも多くの

配慮をしたと思われる。

：家族は 歳違いの姉との４人である。援背景 2
助過程の記録には、両親の取り組み姿勢の相違、姉

妹葛藤、本児の交友関係のトラブル発生などがあっ

た。

：援助継続中。母親は子どもに指示的で、子現状

どもにはそれを待つ傾向が見られる。

：子どもの問題に情緒面と言語面から対応し考察

たことにより、就学時期に母親と家族を支えること

ができたと思われる。今後の課題は、夫婦や姉妹の

関係などに起こりうる変化が家族機能にもたらす影

響を予測し、援助のゴールを明確にし、家族が援助

の成果を活用していく見通しを持つことであろう。

３．子どもに対する親の過剰な期待と専門機能

：子どもは特殊級に在籍する 年生。母親概要 3
は担任の指導内容に不満があり、客観的な評価に基

づいて学校側と話し合い、また家庭で指導をしたい

と考えて受診を希望した。幼児期から医療機関や療

育機関を利用してきた経過があり、知的能力が中程

度の範疇にあることを伝えられていた。

：母親は子どもの同級生の父兄とともに、学背景

校長らと話し合いをし、要望書を出すなどしてきた

が、改善は見られなかった。父親は母親らの行動を

冷ややかに見ている。

： ヶ月の間に 回の面接を行い、カウ援助経過 6 4
ンセリングと知能テストを実施した。能力の個人内

差が大きく基礎学力が低いという結果であった。母

親は文字への執着が揺らぎ、担任への要望書が子ど

もに不利益になることを心配した。間もなく塾に通

い始め、教師の懇切な指導に母親は手応えを感じた

ようだ。その後来所が中断した。
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：この事例から、①担任と父兄の関係調整考察

を誰がどのようにするか、②家族機能の調整をどの

。機関がするかという つの援助課題を指摘できる2
一つ目は学校や担任との直接的な利害関係のない、

中立的な機能の必要性を示唆している。二つ目は、

家族の中で問題処理ができなかった結果、母親の不

満が増大したと考えるからである。夫婦葛藤に関わ

る家族機能の調整をしなければ、今後同様の問題が

再燃することが予測できる。調整は不可能かもしれ

ないが、見通しをもった関係調整は担任と家族への

支援になるであろう。

４．事例に見るソーシャルワーク実践の課題

ソーシャルワーク実践の課題を、①障害をもつこ

との問題を環境との相互作用の側面から理解するこ

と、②生活の視点から援助目標を設定すること、③

ソーシャルな 他との関係および関係性の 視点を( )
持った介入が必要であること、その上で④長期的見

通しを持ち、緊急対応を準備すること、⑤ソーシャ

ルワーク機能の明確化と連携の 点にまとめるこ5
とができる。

これらの課題の基盤として、まずクライエントの

家族機能を理解することが重要である。家族援助は

福祉サービス提供の柱であり、家族の負担を軽減･

解消するという観点から援助は展開されてきた。生

活モデルのソーシャルワーク実践では、問題に対す

る家族の情動的反応を理解し、その問題解決能力を

活用するところに家族支援が求められる。したがっ

てソーシャルワークの固有な領域の一つが家族理解

であり、それに基づく資源活用が主要な機能として

期待されるところである。

多職種・多機関の連携とクライエントとのパーⅤ．

トナーシップ

１．多職種・多機関の連携

ここまで療育相談機関の援助過程と連携の課題に

ついて、ソーシャルワークの側面から考察した。教

育は医学と異なり、長期的な目標を持って行われる

ものであり、教育過程そのものの影響が効果の大き

な部分を占めると考えられる。今日教育システムは

さまざまな効用とともに限界を露呈し、硬直化が懸

念されている。これを克服し、過程の持つ効果を重

層的なものにするために、教育の周辺分野との連携

が注目されるようになったのではないか。

連携は目新しいことではなく、これまでも実施さ

れていたが、専門職同士の領域干渉や侵入が問題と

なり、効果を認めることができずにきた。連携は関

与者の異質性と対等性を前提として成立する。連携

・協働の実施は容易なことではなく、問題が伴うこ

とを認識しておかねばならない。

専門職の連携の障壁として、専門職の地位の格差

など環境的問題と、連携を展開する技術的な問題に

加えて、専門職の役割等に関わる問題を主要なもの

としてあげることができる。 つ目の問題は役割機3
能の重複による縄張り争いと、価値体系や知識基盤

の相違による葛藤、不信、固執を引き起こすことに

つながる。同様の問題は、クライエントとの関係に

おいても発生する可能性がある。したがって専門職

が各自の専門性と独自性を明確にすることと、所属

機関の機能遂行という枠組みの中で援助の視点を確

立することは、連携を行う上で必須のことである。

連携の効果として、専門領域から貢献できること

を明示し、それを総合するだけではなく、専門職の

相互作用が産出する可能性を加えた包括性を期待す

。 、るという主張がある そのための実行可能な連携は

実践の限界を示して補足を期待しあうのではなく、

問題への支援効果を具体的に示して協力体制を組む

ことである。

２．パートナーシップの形成

クライエントへの具体的な援助に関する機関間の

連携は、援助者のクライエント理解と並行して進む

べきものと考える。このときにソーシャルワークで

言うパートナーシップが形成される。クライエント

は、制度や資源を一律に、一方的に適用され、障害

をもつ子ども、あるいは親として社会的機能を限定

される対象としてではなく、障害が環境とのインタ

ーフェイスで引き起こす問題に取り組む主体として

規定される ソーシャルワーカーはクライエント 子。 （

） 、どもを含む の主体的な取り組みを支援するために

クライエントとパートナーシップを形成する。この

ような支援の視点があってはじめて、クライエント

の地域生活の維持･継続が可能になると考える。

おわりにⅥ．

これまでも福祉と教育の連携は何度も課題になっ

た。教育と福祉は連携してきたが、福祉制度適用や

。 、福祉サービスの提供に偏っていた 福祉分野からは

問題を自己完結的に処理すると教育分野を理解して

。 、きた 今後さらに効果的な連携を可能にするために

ソーシャルワーク実践ではクライエントの主体性を
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、 、重んじ クライエント家族の営みの個別性を理解し

そこから求められる資源の効果的、効率的活用を推

進していきたい。言うまでもなく、ソーシャルワー

クの知識と技術も大いに開発しなければならない。
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